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大分県労福協

と　き：2016年９月４日（日）　10:30 ～
ところ：大分市中央町　全労済ソレイユ7F

福 祉 研 修 会

　一般社団法人　大分県労働者福祉協議会
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研修会・プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜開会10：30～閉会12：30＞

１．開会あいさつ

２．主催者代表あいさつ

　　　一般社団法人　大分県労働者福祉協議会 理事長 佐　藤　寛　人

３．来賓あいさつ

　　　大分県商工労働部　雇用労働政策課 課長 後　藤　　　豊　氏

　　　連合大分議員懇談会 会長 玉　田　輝　義　氏

４．講　演

　　　演　題 「奨学金問題の現状と課題」
 ～真に学びを支える学費と奨学金制度を目指して～

　　　講　師　　奨学金問題対策全国会議 事務局長

  弁護士 岩　重　佳　治　氏

５．閉会あいさつ
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◆プロフィール◆
　1958年生まれ。弁護士。もともと、多重債務問題の取り組みからスタートし、その背
景に貧困の問題があることから、貧困問題に取り組み始めた。その後、貧困を抱えた人
の中に、子どもの頃から困難を抱えた人が多いことに気づき、子どもの貧困問題に取り
組むようになった。その取り組みの中で、奨学金問題の深刻さを目の当たりにして、
2013年３月、奨学金問題対策全国会議を設立。以来、事務局長をつとめる。

奨学金問題対策全国会議事務局長
日本弁護士連合会貧困問題対策本部委員 （女性と子どもの貧困部会）
独立行政法人国民生活センター客員講師
獨協大学非常勤講師
中央区自殺対策協議会委員

＜著作など＞
『日本の奨学金はこれでいいのか！－奨学金という名の貧困ビジネス』
　奨学金問題対策全国会議編 （あけび書房）（共著）
『日弁連　子どもの貧困レポート』
　日本弁護士連合会編 （明石書店）（共著）
『イギリスに学ぶ　子どもの貧困対策』
　「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク編 （かもがわ出版）（共著）
『個人債務整理実務マニュアル』
　編集　個人債務整理実務研究会 （新日本法規出版）（共著）

ほか

～奨学金返済の重荷と雇用劣化問題を考える！！～

奨学金問題対策全国会議 事務局長

　　　　弁護士 　岩　重　佳　治  氏 
いわ しげ よし はる
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１．労働運動
労働運動の基本は経済活動・政治活動そして労働者自主福祉運動だといわれています。経
済活動とは賃金・労働条件改善の取組み、政治活動とは命と暮らしを守るための要求・政
治闘争のことをいいます。

２．労働者自主福祉運動
労働者自主福祉運動とは、働く者の「安心・共生の福祉社会」に向けて取り組む「労働者
による」「労働者のため」の運動であり、広義には企業の枠をはるかに越え、労働者の組
織と資金で管理運営を行っている自主的な事業運動を指します。

３．ろうきん運動
ろうきんの「設立趣意書」にもあるように、「労働組合の資金を集中し、労働組合相互の
金融を促進すること」、「労働者相互の共済金融制度を普及・促進すること」で、組合員の
生活安定・向上を図ることを目的に労働金庫は設立されました。この資金を結集する運動
こそ、ろうきん運動の原点であり、自分たちのために作ったろうきんを発展させていくと
いう思想が、現在のろうきん運動に継承されています。

４．労働運動と労働者自主福祉運動、ろうきん運動の関わり
労働運動の１つの柱である「自主福祉運動」は労働者自らの「共助の拡充による自助への
支援」の取組みであり、勤労者の共済金融制度の創立を求める運動の高まりがろうきんを
設立し、ろうきん運動へ発展していくという流れができあがりました。

Ⅰ．労働運動・労働者自主福祉運動・ろうきん運動の関わり

九州労働金庫大分県本部
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Ⅱ．ろうきんの理念と基本方針

ろうきんの理念

ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、人々が
喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目的とします。

ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、そのネットワークによっ
て成り立っています。

会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。
ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

ろうきんの基本姿勢

　目的　・・・　ろうきんは、働く仲間がつくった金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合などの働く仲間が、お互いを助け合うために、資金を出
し合ってつくった協同組織の金融機関です。

　運営　・・・　ろうきんは、営利を目的としない金融機関です。

ろうきんは「労働金庫法」という法律にもとづき、営利を目的とせず公平かつ民主的に運営さ
れています。

　事業　・・・　ろうきんは、生活者本位に考える金融機関です。

ろうきんの業務内容は、預金やローン・各種サービスなど、一般の金融機関とほとんど変わり
ません。しかし、資金の運用がまったく違います。働く人たちからお預かりした資金は、働く
人たちの大切な共有財産として、住宅・結婚・教育資金など、働く仲間とその家族の生活を守り、
より豊かにするために役立てられています。
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Ⅲ．しあわせ創造運動と推進機構について
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Ⅳ．第５期中期経営計画について

　第５期中期経営計画では、『～「きっと」「もっと」「ずっと」お役にたてる「ろうきん」へ～』
を営業コンセプトに、地域社会やはたらく人たちのお役にたつ福祉金融機関であり続けるため
のプランを構築し、お客さまに取引してよかったと感じていただくことを目標とします。また、
お役にたつ「ろうきん」であり続けるために、安心・安全な金融機関として収益体質の改善を
図り盤石な経営基盤を構築します。
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平成28年熊本県・大分県を震源とする地震への対応
　2016 年４月 14 日 ( 木 ) に熊本県、４月 16 日 ( 土 ) に大分県を震源とする地震が相次いで発生
しました。
　被害に対しましてお見舞い申しあげます。
　全労済は、保障を提供し生活者に安心を届ける使命のもと、現在も地震の現場調査・損害額
認定について継続して対応しています。

◆被災受付件数・現場調査件数
　＜大分県本部＞

受付件数 対象外 書類審査 現場調査
必要件数

現場調査
完了件数

現場調査
残件数

1,526 件 91 件 184 件 1,251 件 1,226 件 25 件

　＜全　国＞

受付件数 対象外 書類審査 現場調査
必要件数

現場調査
完了件数

現場調査
残件数

22,449 件 1,087 件 4,286 件 17,076 件 16,595 件 481 件

◆共済金のお支払い
＜大分県本部＞　　	 	 　　　　　　　　　　＜全　国＞	

支払件数 支払共済金・見舞金 支払件数 支払共済金・見舞金

2,460 件 ４億 2,385 万円 32,973 件 112 億 6,804 万円

　※支払件数と支払共済金・見舞金は自然災害・火災・慶弔共済の合計
【2016 年８月１日時点】

●お問い合わせ先

　地震による損害があった場合は、自然災害共済・火災共済および慶弔共済（火災型）のご契約
について保障対象となります。
　お問い合わせ、ご連絡は以下までお願いします。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
　①全労済住宅損害受付センター	 ：専用フリーダイヤル 0120 － 131 － 459
　②全労済大分県本部　中部支所	 ：大分市中央町４－２－５	 電話 097-548-6031
　③全労済大分県本部　北部支所中津店	 ：中津市中殿町３－ 21 －４	 電話 0979-24-6031
　④全労済大分県本部　北部支所日田店	 ：日田市玉川町３－ 555 －３	 電話 0973-25-6031
　⑤全労済大分県本部　南部支所	 ：佐伯市城下東町１－９	 電話 0972-23-6031
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
　一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。

全労済大分県本部
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　大分県総合生協は「みんなが力を合わせて、お互いの暮らしを守り、より生活を豊かにして
いくこと」を目的に生まれた生活協同組合です。住宅事業・旅行事業・賃貸事業や駐車場管理
事業を中心に事業運営をおこなっています。

　住宅事業は、「生協の住まい」として、「より快適な住まいをより安く」をモットーに県下全
域に 4,100 戸の住宅を供給し、アーバンシリーズのマンション建設やサンシャインにじが丘・ゆ
めが丘・グリーンウッドかたしま台・藤の香通りを始めとする団地の開発・販売を進めています。
　現在は、大分市大在地区において「あすみの丘」で注文住宅用地 26 区画および大分市政所で
は分譲住宅 1 戸を販売中です。
　あわせて、生協の技術である自由設計（フォワード）などを活かし、県下全域で外部注文の
受注をおこないます。
　また、生協のリフォーム事業は、拡大傾向にあり皆様から認知され、信頼のおける工事と好
評をいただいています。
　住宅事業では、皆様のニーズに応じた「ものづくり」をめざして事業をおこなっています。

　旅行センターは、“旅（たび）”を通じて、旅行者の目的達成と満足度の向上をはかり、より
良質で心のこもった旅行サービスの提供につとめることを基調としています。
　営業係 5 名体制で県下各労働組合・協力団体の皆様へ旅行商品の企画提案、各種会議・研修会・
団体旅行・周年行事などのお手伝いをさせていただいています。
　出張関係では、ＪＲ券１枚よりチケット配達し、組合員の皆様の利便性がはかれるよう対応
しています。また、総合生協ホームページでは大分空港時刻表や、各種チケット申込用紙もダ
ウンロード可能となっています。
　今後も、労働組合・協力団体の皆様の少しでもお役に立てるような企画を提案いたしますので、
ぜひご利用ください。

　総合生協中央パーキングは、大分市中央町に位置し、全労済ソレイユでの会議や中央商店街・
竹町商店街でのお買い物にも便利です。
　大分中心部商店街の「共通駐車券（おさるのマーク）」の加盟駐車場になっています。
　時間貸し駐車料金は、昼間（8：00 ～ 18：00）45 分 100 円、夜間（18：00 ～ 8：00）60 分
100 円で、昼間最大 800 円、夜間最大 500 円でご利用いただけます。
　プリペイドカード（10,000 円券を 7,200 円、5,000 円券を 4,200 円）も販売しており、割安な
ため大変好評です。
　また、「おおいたパーキング Navi」のアプリで、駐車場の空き情報もわかります。ぜひご利
用ください。

大分県総合生協
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大分県総合生協 旅行センター　ご利用ガイド
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大分県総合生協 旅行センター　ご利用ガイド
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大分県生活協同組合連合会
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会員生協の年度別組織規模推移
年　　度 1989年 1994年 1999年 2004年 2009年 2014年 2015年

組合員数（人） 151,373 292,360 344,371 429,479 448,374 455,140 460,271

事業高（万円） 1,962,117 3,241,500 2,278,928 2,974,594 2,781,791 29,239,846 30,632,396

出資金（万円） 123,204 423,150 554,452 702,430 830,067 10,209,470 10,704,134

県生協連会員の状況（2015 年度）
生　　協　　名

組 合 員（人） 事 業 高（千円） 出 資 金（千円）
実　数 前年比（%） 実　数 前年比（％） 実　数 前年比（％）

生協コープ大分 153,457 102.6 18,783,853 107.7 5,007,868 104.4

日田市民生協 17,391 101.4 1,457,097 95.1 41,943 100.2

グリーンコープ生協おおいた 28,804 106.5 3,854,088 102.3 2,138,795 105.0

（地域生協　計） 199,652 103.0 24,095,038 105.6 7,188,606 104.5

大分県学校生協 11,527 99.6 575,682 117.9 232,732   99.8

大分県高校生協 4,026 98.2 16,244 49.3 41,773 96.8

大分大学生協 6,096 98.9 858,147 104.6 94,794 99.0

大分県職員消費生協 5,986 101.0 138,004 91.9 47,817 98.4

自治労信用販売生協 11,700 100.1 201,282 96.5 95,239 100.6

大分県総合生協 135,942 98.8 810,460 104.0 1,816,816 104.7

（職域生協　計） 175,277 99.0 2,599,819 106.4 2,329,171 104.1

大分県勤労者医療生協 55,187 100.7 932,493 103.3 110,323 100.4

大分県医療生協 26,704 101.2 2,955,699 100.8 1,057,956 110.3

大分県福祉生協 3,451 103.8 49,347 42.1 18,078 99.7

（医療・福祉生協　計） 85,342 100.9 3,937,539 99.6 1,186,357 109.1

合　　計 460,271 101.1 30,632,396 104.8 10,704,134 104.9

■ 組 合 員 数 ■ 事　業　高 ■ 出資金総額
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NPO法人　大分県消費者問題ネットワーク

　全国的には2007年から施行された消費者団体訴訟制度では、2014年12月に九州で3番目の適格
消費者団体としてNPO法人消費者支援ネットくまもとが、2016年2月23日に4番目の佐賀消費者
フォーラムが内閣総理大臣の認定を受け、岡山県でも認定されて、全国で14の団体が活動を展
開しており、九州でも、鹿児島県と沖縄県でもその準備が進められ、長崎県や宮崎県でも適格
消費者団体を目指すNPO法人の設立が行われようとしています。
　大分県消費者問題ネットワークでも適格消費者団体として、消費者被害の未然防止や事業者
の不当行為に対する是正のため事業者への改善申し出など活動を行ってきましたが、引続き活
動の重要性を認識して、2016年度の活動を展開して行きます。
　また、差止請求に加えて、2013年12月に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事
の裁判手続の特例に関する法律」が制定され、2016年度より被害回復を請求できる制度が新た
にスタートします。消費者庁の「特定適格消費者団体の認定、監督に関する指針」による団体
として大分県消費者問題ネットワークが対応できるのか、極めて重要な年となります。
　そのためにも必要な事項を整備していくことが大切であり、そうした事を進めながら本来の
果たす役割が十分に発揮できるよう努めて行きます。
　

　2016年度活動計画

　2016年度は、発足から10年目となり節目の年となります。これまでの活動を総括しながら、
新たな目標に向かった活動の強化をはかることで適格消費者団体としての役割を果たして行か
ねばなりません。
　そのために必要な条件整備のための体制づくりや、整備、さらなる活動の強化を行いたい。

　１.�　集団的消費者被害回復に係る制度の活用できるような団体となるべく、財政基盤の強化
を計ります。

　　（1）�集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の具体化をふまえて、被害救済業務体制の検討
をすすめ、同業務に必要となる費用や予定される収入の見通しを持ちつつ、必要な財
政基盤の強化を行うために、委託業務の受託の拡大や新規会員の拡大に努めます。

　　（2）�被害回復業務に関する業務規程の準備を含め、特定適格消費者団体の認定要件を満た
す取り組みをすすめます。

　２.　消費者被害未然防止・拡大防止のため差止請求関係業務を推進します。
　　（1）�検討員会を充実させ、事案別に検討事項を拡大し、訴訟提起や裁判外申し入れを行い

ます。
　　（2）�大分県・市町村の相談活動への協力、支援に努め、連携して情報の交換や未然防止や

啓発活動に努めます。
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　勤労者医療生協は、協同互助の精神に基づき、組合員の生命と健康を守り、保健衛生・生活
文化の改善・向上を図ることを目的とし、医療に関する事業、高齢者・障害者等の福祉に関す
る事業を推進して、平和と暮らし・命と健康を守る知識の向上に努めています。

 大分県勤労者医療生活協同組合　（2016 年 3 月 31 日現在）
	 大分市宮崎９５３―１　　　　　☎０９７－５６８－２２９９
	 【組合員数】　５５，１８７名　　　　【出資金】１１０，３２３，０００円

 大分協和病院
	 大分市宮崎９５３―１　　　　　☎０９７－５６８－２３３３
	 【診療科目】	 内科・呼吸器科・神経内科・リハビリテーション科
		  心療内科・循環器科・放射線科
	 【専門外来】	 水曜日	（午後）：頭痛・めまい・もの忘れ外来
		  木曜日	（午後）：循環器科
		  金曜日	（午後）：心療内科
		  土曜日	（午前）：心療内科
			   （午後）：心療内科＝新患のみ・要予約
	 【　入院　】	 40 床	 （一般病床）

 佐伯診療所
	 佐伯市中の島１―１４―２１　　☎０９７２－２３－２２１２
	 【診療科目】	 内科・呼吸器科・心療内科・リハビリテーション科
	 【専門外来】	 木曜日	（午後）：心療内科
		  金曜日	（午前）：心療内科＝要完全予約

 訪問看護ステーションきょうわ
	 大分市宮崎９５３―１　　　　　☎０９７－５６８－３３７１
	 【営 業 日】　月曜日～土曜日
	 【適用保険】　医療保険・介護保険・労災保険

 ヘルパーステーションきょうわ
	 大分市宮崎９５３―１　　　　　☎０９７－５０３－８３００
	 【営 業 日】　月曜日～日曜日
	 【適用保険】　介護保険・障害者総合支援

 介護支援室きょうわ
	 大分市宮崎９５３―１　　　　　☎０９７－５６９－８７０１
	 【営 業 日】　月曜日～土曜日
		  介護保険のプラン作成や相談活動を行っています。

大分県勤労者医療生協

勤労者医療生協のご案内勤労者医療生協のご案内勤労者医療生協のご案内
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一般社団法人　大分県労働福祉会館
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詳しくはホ－ムペ－ジで！！　　http://www.yasuragi-reien.jp/

公益財団法人「やすらぎ霊園」
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大分コープ商事株式会社

メンテナンス（４マンション・全労済ソレイユ)
住宅付属機器販売（換気扇・電気温水器・照明器具等）
浄化槽施設保守点検
物品販売（県産品愛用運動）
東京海上日動火災保険代理店

　大分コープ商事は、主にマンション管理・メンテナンス業務を行っています。組合
事務所や組合所有建物の管理・メンテナンス、また、戸建住宅・マンション等、組合
員のご自宅のメンテナンスも実施していますので、ご利用とご紹介をお願いいたしま
す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分市中央町４丁目１番32号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 097-532-1841
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 097-532-1801

大分コープ商事株式会社

管理マンション

アーバン田室176戸

アーバン鶴見40戸

アーバン明治157戸

グランアーバン西の台115戸
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一般社団法人大分県労働者福祉協議会

〈組織構成図〉
（2016年７月現在）

中
央
労
福
協

南
部
労
福
協

大
分
県
労
福
協

個 別 団 体 事 業 内 容 根 拠 法 令

九州労働金庫大分県本部 金 融 労金法（特別法人）

全労済大分県本部 共 済 生協法（生協法人）

大 分 県 総 合 生 協 住 宅 ・ 旅 行 生協法（生協法人）

大 分 コ ー プ 商 事 マンション管理・メンテ・会館管理事業 商　法（株式会社）

労 働 福 祉 会 館 貸会場・宴会・テナント 民　法（社団法人）

や す ら ぎ 霊 園 霊 園 民　法（財団法人）

大 分 県 生 協 連 （ グ ル ー プ 連 携 ） 生協法（生協法人）
 地 域 生 協　 ⑶ 物 資 供 給 〃
 職 域 生 協　 ⑹ 〃 〃
 医 療 生 協　 ⑵ 医 療 〃
 福 祉 生 協　 ⑴ 福 祉 〃

大分県勤労者医療生協 医 療 生協法（生協法人）

大分県消費者問題ネットワーク 消 費 ・ 生 活 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法人）

主要産別・単組（3号会員） 21組織

ＮＰＯ・互助会組織（4号会員） ２組織

大分県分退連（５号会員） １組織

労働団体（１号会員） １組織・連合大分

９組織福祉事業団体（２号会員）

労福協事務局

大分市中央町4丁目2番5号
　　全労済ソレイユ6階
TEL  097－533－1106
FAX  097－533－1174 

一般社団法人大分県労働者福祉協議会
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〈構成団体一覧表〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　（2016 年 7 月現在）

会員団体名 会員団体名 会員団体名
【 １ 号 会 員 】 【 ３ 号 会 員 】 フ ー ド 連 合
連 合 大 分 自 治 労 大 分 県 本 部 運 輸 労 連
【 ２ 号 会 員 】 自 動 車 総 連 私 鉄 総 連
九州労働金庫大分県本部 日 教 組 国 公 総 連
全 労 済 大 分 県 本 部 基 幹 労 連 紙 パ 連 合
大 分 県 総 合 生 協 電 機 連 合 大分ふれあいユニオン
大 分 県 生 協 連 Ｕ Ａ ゼ ン セ ン 大 分 銀 行 労 働 組 合
大分県勤労者医療生協 Ｊ Ｐ 労 組 自交総連大分地方本部
（一社）大分県労働福祉会館 電 力 総 連 【 ４ 号 会 員 】
（公財）や す ら ぎ 霊 園 化 学 総 連 ＮＰＯ法人さわやか佐伯
大分県消費者問題ネットワーク 情 報 労 連 一般社団法人夢未来舎
大分コープ商事株式会社 J E C 連 合 【 ５ 号 会 員 】

Ｊ Ｒ 連 合 大 分 県 退 職 者 連 合
セ ラ ミ ッ ク ス 連 合

〈地区労福協一覧表〉
（2016 年 7 月現在）

地区名 郵便番号 所在地 連絡先

中津地区労働者福祉協議会 871-0054 中津市京町 1524 番地 0979-25-3355
新博多町交流センター１階 （fax0979-25-3469）

宇佐高田地区労働者福祉協議会 879-0455 宇佐市大字閣 437 －１ 0978-33-5055
（fax0978-33-5075）

別速杵国東地区労働者福祉協議会 874-0904 別府市南荘園町１組 0977-21-7155
別府地区労働福祉会館内 （fax0977-21-7505）

日田玖珠地区労働者福祉協議会 877-0025 日田市田島 2丁目 4番 1号 0973-22-0505
オフィスサカエ 2階 202 号室 （fax0973-22-0505）

臼津地区労働者福祉協議会 875-0041 臼杵市大字洲崎 81 －１ 0972-63-7855
臼杵市労働福祉会館内 （fax0972-63-7879）

佐伯地区労働者福祉協議会 876-0841 佐伯市来島町６－５ 0972-22-3755
九州労働金庫佐伯支店２階 （fax0972-22-5155）

豊肥地区労働者福祉協議会 879-7131 豊後大野市三重町大字市場 0974-22-7355
1436 －１ （fax0974-22-7577）

大分地区労働者福祉協議会 870-0035 大分市中央町 4－２－５ 097-533-5655
ソレイユ６階 （fax097-533-5658）


